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令和６年度小学校に入学するお子さまの保護者のみなさんへ 

入学準備費のご案内 
受付期間：令和５年１０月１３日（金）～令和６年１月３１日（水) 

明石市では、経済的な理由によって就学させることが困難な保護者に対し、お子さまが安心して楽しく勉強

できるよう、「就学援助」を実施しています。 

新入学に要する費用を「入学準備費」として入学前に支給を行います。支給を希望される人は本書をご確認

のうえ申請をしてください。 

支給対象者   次の①～③の全てを満たす人が対象となります。 

① ｐ.２に記載している「令和５年度就学援助認定基準（入学準備費）」のうち、 

【要件１】【要件２】の両方に該当する人。 

② お子さまが令和 6年 4月に明石市立小学校に入学予定の人（国県立、私立学校などは対象外） 

③ 令和 6年 2月 1日現在で明石市内に居住している人（令和 6年 3月末日以前に市外に転出する人を除く） 

 

 

申請方法 

◆提出書類 

① 就学援助世帯兼認定申請書（入学準備費） （1世帯 1枚） 

② 必要な添付書類（ｐ．２の【要件２】をご確認ください） 

③ 援助費の振込を希望する金融機関口座（申請者名義に限る）の通帳のコピー 

※令和 5年 1月 2日以降に市外・海外から転入した人や、保護者が単身赴任中（海外勤務も含む）の人は、 

「令和 5年度所得・課税証明書」または「海外所得にかかる証明書兼申立書」が必要です。 

 

 ◆提出期限  令和 6年 1月 31日（水） 必着 

（郵便の場合、到着に１週間ほどかかる場合があります。なるべく早めに投函してください。） 

 

◆提出先  

〒673-8686  明石市中崎１丁目５番１号 

明石市教育委員会事務局 教育企画室総務担当 

※申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒で郵送してください。 

本書は認定の可否及び、支給の有無に関する通知が届くまで保管してください。 

 

 

 

※生活保護を受給している場合は、生活保護費より支給されますので申請は必要ありません。 

【問い合わせ先】 

明石市教育委員会事務局 教育企画室総務担当 

TEL：(078)918-5054 

ＦＡＸ：(078)918-5111 

e-mail：ed-somu@city.akashi.lg.jp 
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令和 5年度就学援助認定基準（入学準備費） 

【要件１】①➁の両方に該当すること 

① 世帯のうち、働いている人全員が所得を申告している（被扶養者・パート・アルバイト等含む） 

② 就学援助認定のため、明石市保有の住民基本台帳情報及び所得に関する情報の利用に同意(署名)している 

 

【要件２】下の表の１～６のうち１つ以上に該当すること 

下欄のいずれかに該当する人 必 要 な添 付 書 類 

１．生活保護が停止または廃止になってい

る。 
 

※再婚による廃止等で、世帯の収入が下記基準を超え

る場合は対象になりません。 

 

生活保護受給証明書（開始・廃止を含む） 

           〔福祉事務所 発行〕 

２．世帯全員の市民税が非課税となってい

る。 

 

※資産の譲渡等に伴う損失による非課税は対象に

なりません。 

 

なし 

 

※ただし、令和５年１月２日以降に明石市に転入した人

は、「令和５年度所得・課税証明書」を令和５年１月１日

現在の住所地で取り寄せて添付してください。 

 

※海外居住を理由とする非課税世帯の場合、在職する企

業等から前年中の所得を証明する書類の発行を受け、

提出していただく必要があります（所得基準額以下の

世帯のみ認定されます）。 

 

３．ひとり親家庭等で児童扶養手当の支給

を受けている。 

 

児童扶養手当証書〔福祉事務所発行〕のコピー        

※有効期限内のもの 

４．令和４年中の世帯の収入が基準額以下

である。 

 

※基準額は p.3の所得基準表をご覧ください。 

 

なし 

 

※ただし、令和５年１月２日以降に明石市に転入した人

は、「令和５年度所得・課税証明書」を令和５年１月１日

現在の住所地で取り寄せて添付してください。 

 

 

５．保護者の失業又は死亡等により世帯収

入が激減している。 

 

 

 

就学困難となる事実がわかる書類 

例）生計維持者の失業の場合は雇用保険受給者証のコピ

ー、世帯収入が激減した場合はその前後複数月の給与

明細など 

※ 該当する項目（いずれか１項目）に関する書類を用意して、世帯票兼認定申請書に添付してください。 

【要件１】の全て 

【要件２】の中からいずれか１つ以上 

 の両方を満たす人が対象 
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所得基準表                                                        [単位：円] 

家族全員の人数 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人以上 

認定基準額 
（世帯の所得金額の合計） 

1,992,800 2,31２,０00 2,６９８,４00 3,03４,４00 3,３８１,６00 

１人増すごとに 

3４７,２00円

加算 

給与収入の目安額    

世帯収入が給与収入 1人の場合 
(3,10７,９９９) (3,563,999) (4,051,999) （4,471,999） (4,903,999)  

※ 所得金額とは、給与収入がある人は「給与所得控除後」の金額、自営業の人は売上から必要経費を控除した

額（確定申告書の「所得金額合計」欄）です。 

※ 資産の譲渡等に伴う損失がある場合は、損失控除前の所得と上記の基準額との比較によります。 

※ 世帯内に所得のある人が複数いる場合は、それぞれの所得を合算して就学援助（入学準備費）の可否を決定

します。 

※ 税制改正にともない、給与所得・公的年金所得のいずれかがある人は、所得金額から１０万円（当該額が１０

万円に満たない場合はその額）を差し引いた金額が審査の対象となります。 

支給額等 

◆支 給 額 ： ５４，０６０円（予定：令和５年度小学校入学予定者支給額） 

◆支 給 日 ： 令和６年３月上旬（予定） 

◆支給方法 ： 保護者口座に振り込みます。 
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注意 

◆小学校入学後も引き続き就学援助を希望する場合は、入学後に改めて申請が必要です。 

  申請方法等は入学後に学校から配布する「就学援助についてのお知らせ」をご確認ください。 

◆今回の入学準備費の支給を受けた人は、小学校入学後の「新入学学用品費等」の支給対象となりません。 

◆入学準備費を受給後、市外への転出や、私立・国立・県立の各学校に入学した場合には、全額返還

していただきます。転出した場合は転出先の市町村で改めて申請してください。支給対象となる

要件は市町村によって異なります。 


